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令和８年度 事業計画 

 

１．事業方針 

AI 技術の急速な進展に伴い社会経済活動が多様化していく中、イノベーションの

源泉となる知的財産を活用し、我が国の競争力を高めていく必要性は日々高まってい

る。 

昨年は日本人によるノーベル賞２分野受賞の快挙となったが、こうした研究者等を

引き続き輩出していくための人材育成も重要な課題の一つであり、内閣府の知的財産

戦略本部が昨年策定した知的財産推進計画においても、創造人材の強化等、新たな知

的創造サイクル構築のための様々な施策が挙げられている。 

当協会としてはこうした情勢を踏まえ、長年にわたり知的財産権制度の普及啓発等

を通じて科学技術の振興を図ってきた実績に基づき、我が国企業等の知財創造活動を

支援するため諸事業を推進していく。 

 

２．知的財産研究事業 

（１）知的財産国際交流事業 

国内外の知的財産実務専門家とのネットワークを活用し、我が国の中小企業等に

有益な知的財産権に関する最新情報等を収集・分析するとともにその成果を実務

的・学術的に価値ある知見として周知する。 

（２）知的財産に関する判例研究事業 

大学教授、裁判所判事等の学識経験者による知的財産権法判例研究会を開催し、

その成果を月刊「発明」への掲載等を通じ広く社会に還元する。 

 

３．知的財産権制度普及等事業 

（１）図書刊行等事業 

① 知的財産に関する出版物を企画・刊行する。特に法律改正に即した書籍を迅速

かつ的確に刊行するとともに、月刊「発明」及び「知財ぷりずむ」を継続的に発

行する。 

② 知的財産の周辺問題と技術開発に関する情報・資料を提供するため、令和７年

度をもって廃刊した「特許ニュース」のバックナンバーを Web サイトにて公開

する。 

  ③ 出願文書作成等の知的財産関連業務を言語の面でサポートする翻訳サービスを

実施する。 

 

（２）公報等情報普及事業 

産業財産権制度に関する以下の情報提供サービス等を実施する。 

① 特許・意匠・商標等の産業財産権に関するインターネット公報を活用した公報

等特許情報の普及・頒布に努める。 

② 企業等における研究開発の重複投資の防止と他者の権利化阻止を目的とする早

期公知サービスとして、「公開技報 WEB サービス」及び「ホームページ登録サ

ービス」を実施する。 
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③  知的財産全般の情報を網羅する専門見本市「2026 知財・情報フェア

&コンファレンス」を開催する。 

④ 特許料等手数料の現金予納代行サービスを行う。また、同手数料の納付に利用

できる法人クレジットカードサービス（パーチェシングサービス）を提供する。 

⑤ 企業・代理人等を支援する IPコンサルティング等を実施する。 

（３）知的財産権研修教育事業 

   知的財産権に関する以下の研修等を実施する。 

① 知的財産に関する広範かつ高度な知識を有し、かつ実務面での優れた対応能力

を備えた人材の育成を目的とする各種研修をオンライン等で実施する。 

② 企業等のニーズに応じたオーダーメイド研修を実施する。 

③ 当協会会員等を対象に特別企画講座を実施する。 

④ 知的財産権に係る裁判所判決を要約した「知的財産権判決速報」を月１回発行

するとともに、Web版を提供する。 

 

４．受託等事業 

（１）産業財産権人材育成協力事業 

我が国企業の海外進出が活発な途上国等において、産業財産権の適切な取得、権

利行使等に必要な措置を講ずることができる環境を整備するため、途上国等の知的

財産庁職員や民間の知財関係者等を対象に、招へい・オンライン研修、長期研究生

の受け入れ、研修修了生のためのフォローアップセミナー等を実施する。 

（２）競争的研究費による研究成果の社会実装に向けた知財支援事業（iNat） 

知的財産マネジメントに関する専門人材である「知財戦略プロデューサー」を、

公的資金が投入された革新的な成果が期待される研究開発プロジェクトを推進する

大学、研究開発機関等に派遣し、当該プロジェクトの初期段階より研究開発成果の

社会実装を見据えた知財戦略の策定、マネジメント等の活動を支援する。 

（３）窓口相談支援事業 

中小企業の稼ぐ力の向上と地域活性化に向けた知財経営支援を実施するため、47

都道府県の「知財総合支援窓口」に配置する窓口支援担当者を 104 名採用し、窓口

利用者に対して迅速かつ的確な支援を行う。そのため、窓口支援担当者の能力レベ

ルの維持・向上を目的として、日々の支援状況を確認し、必要に応じた指導を行う

と共に、年２回の勤務評価を実施する。 

また、支援窓口全体のパフォーマンス向上に寄与するため、中小企業等の知財戦

略の立案に有効なＩＰランドスケープ等の各種ツールについて、窓口支援担当者向

け研修を実施し、窓口支援担当者が行う各種ツールの普及啓発活動をサポートする。 

（４）知財総合支援窓口運営事業（INPIT 東京都知財総合支援窓口） 

東京都の中小企業等が企業経営の中で知的財産活動を円滑にできるよう一貫した

支援を行うとともに、知的財産を活用していない中小企業等の知的財産マインドの

発掘を行うため、専門の人材を配置した「知財総合支援窓口」を設置し、中小企業

等が抱える知的財産権に関する悩みや課題をワンストップで解決できるよう支援を

行う。 
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（５）外国出願補助金事務局運営事業 

中小企業等の国際的な知財戦略の構築を支援するため、外国における特許、実用

新案、意匠又は商標の権利化に要する費用の一部を交付する補助金事業の事務局と

して、審査及び報告の取りまとめ等の業務を行う。 

（６）知財力開発校支援事業 

   高等学校・高等専門学校を対象に、知的財産の保護や権利の活用についての知識

や情意、態度を育む学習を支援する。 

（７）知財エコシステムの多様性拡大に資するイノベーター育成事業 

   全国の若年層、特に文理選択前の児童又は生徒に対して、創造性を育むプログラ

ムを通じて知財の重要性やその活用方法を伝えるとともに自らのアイデアを知財と

して保護・活用する意義を理解することを支援する。 

（８）知的財産権制度説明会等事業 

知的財産権制度等の一層の普及を図るため、各地域の発明協会と連携し、各種説

明会、セミナー等の実施に努める。 

 

５．46 道府県発明協会との相互連携 

各地域の発明協会と連携し、全国で展開する知的財産権制度の普及啓発及び知的財

産権の利用促進に係る諸事業を円滑に推進する。 

 

６．公益社団法人発明協会に対する特定寄附等 

公益目的支出計画の一環として、公益社団法人発明協会に対し特定寄附を行うとと

もに、同協会の発明奨励振興事業及び青少年創造性開発育成事業（少年少女発明クラ

ブ等）に対し積極的な支援を行う。 

 

７．広報活動 

インターネット、広報紙等を通じて当協会の事業活動や知的財産一般に関する広報

活動を推進するとともに、専用ホームページにより会員サービスの提供に努める。 

 

８．業務の合理化等 

事業環境の変化に対応するため、必要に応じて業務の見直しを行うとともに、事務

の的確かつ効率的な処理に努める。 
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(単位：千円)

予    算    額 前年度予算額 増          減

Ⅰ　一 般 正 味 財 産 増 減 の部
　１．経 常 増 減 の 部

（1）経常収益
〔1〕 受取会費 11,000 11,000 0
〔2〕 事業収益 3,017,089 2,808,670 208,419

(1) 受託事業等収益 2,187,517 1,991,687 195,830
① 特許庁等受託事業収益 (433,371) (389,446) (43,925)
② 工業所有権情報・研修館等受託事業収益 (1,754,146) (1,602,241) (151,905)

(2) 産業財産権に関する公報等情報普及事業収益 636,293 624,418 11,875
① 図書刊行等事業収益 (456,707) (433,990) (22,717)
② 公報普及事業収益 (99,652) (112,936) (△ 13,284)
③ 情報サービス事業収益 (79,934) (77,492) (2,442)

(3) 不動産賃貸事業収益 143,074 137,422 5,652
(4) 特許制度普及等事業収益 44,810 42,189 2,621
(5) 雑収益 5,395 12,954 △ 7,559
経常収益計 3,028,089 2,819,670 208,419

（2）経常費用
〔1〕 事業費 3,157,605 2,994,169 163,436

(1) 実施事業等事業費 186,524 216,033 △ 29,509
① 知的財産国際交流事業費 (5,548) (5,053) (495)
② 知的財産に関する調査研究費 (976) (980) (△ 4)
③ 支払寄附金 (180,000) (210,000) (△ 30,000)

(2) 受託事業費 1,679,551 1,521,707 157,844
① 特許庁等受託事業費 (294,006) (279,376) (14,630)
② 工業所有権情報・研修館等受託事業費 (1,385,545) (1,242,331) (143,214)

(3) 産業財産権に関する公報等情報普及事業費 435,604 410,178 25,426
① 図書刊行等事業費 (280,218) (243,906) (36,312)
② 公報普及事業費 (58,765) (60,943) (△ 2,178)
③ 情報サービス事業費 (96,621) (105,329) (△ 8,708)

(4) 不動産賃貸事業費 36,892 36,892 0
(5) 特許制度普及等事業費 42,665 51,902 △ 9,237
(6) 事業人件費 536,911 524,190 12,721
(7) 事業事務費 239,458 233,267 6,191

〔2〕 管理費 65,673 68,147 △ 2,474
(1) 人件費 (13,273) (15,433) (△ 2,160)
(2) 事務費 (52,400) (52,714) (△ 314)
経常費用計 3,223,278 3,062,316 160,962

当期経常増減額 △ 195,189 △ 242,646 47,457
　２．経 常 外 増 減 の 部

（1）経常外収益
経常外収益計 0 0 0

（2）経常外費用
経常外費用計 0 0 0

当期経常外増減額 0 0 0
税引前当期一般正味財産増減額 △ 195,189 △ 242,646 47,457
法人税、住民税及び事業税 240 240 0
当期一般正味財産増減額 △ 195,429 △ 242,886 47,457
一般正味財産期首残高 7,403,615 7,646,501 △ 242,886
一般正味財産期末残高 7,208,186 7,403,615 △ 195,429

Ⅱ　指 定 正 味 財 産 増 減 の 部
〔1〕 受取寄附金 0 0 0
〔2〕 一般正味財産への振替額 0 0 0

当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0
指定正味財産期末残高 0 0 0

Ⅲ　正 味 財 産 期 末 残 高 7,208,186 7,403,615 △ 195,429

       収　　支　　予　　算　　書　( 案 )        
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

科            目
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（説明資料）

(単位：千円)

№ 予    算    額 前年度予算額 増          減

Ⅰ 事 業 活 動 収 支 の 部

１．

1 〔1〕会費収入 11,000 11,000 0
2 〔2〕事業収入 3,017,089 2,808,670 208,419
3 (1) 受託事業収入 2,187,517 1,991,687 195,830
4 ① 特許庁等受託事業収入 (433,371) (389,446) (43,925)
5 ② 工業所有権情報・研修館等受託事業収入 (1,754,146) (1,602,241) (151,905)
6 (2) 産業財産権に関する公報等情報普及事業収入 636,293 624,418 11,875
7 ① 図書刊行等事業収入 (456,707) (433,990) (22,717)
8 ② 公報普及事業収入 (99,652) (112,936) (△ 13,284)
9 ③ 情報サービス事業収入 (79,934) (77,492) (2,442)

10 (3) 不動産賃貸事業収入 143,074 137,422 5,652
11 (4) 特許制度普及等事業収入 44,810 42,189 2,621
12 (5) 雑収入 5,395 12,954 △ 7,559
13 事業活動収入計 3,028,089 2,819,670 208,419

2. 　事  業  活  動  支  出

14 〔1〕事業費支出 3,028,631 2,863,299 165,332
15 (1) 実施事業等事業支出 186,524 216,033 △ 29,509
16 ① 知的財産国際交流事業支出 (5,548) (5,053) (495)
17 ② 知的財産に関する調査研究事業支出 (976) (980) (△ 4)
18 ③ 寄附金支出 (180,000) (210,000) (△ 30,000)
19 (2) 受託事業支出 1,679,551 1,521,707 157,844
20 ① 特許庁等受託事業支出 (294,006) (279,376) (14,630)
21 ② 工業所有権情報・研修館等受託事業支出 (1,385,545) (1,242,331) (143,214)
22 (3) 産業財産権に関する公報等情報普及事業支出 435,604 410,178 25,426
23 ① 図書刊行等事業支出 (280,218) (243,906) (36,312)
24 ② 公報普及事業支出 (58,765) (60,943) (△ 2,178)
25 ③ 情報サービス事業支出 (96,621) (105,329) (△ 8,708)
26 (4) 不動産賃貸事業支出 36,892 36,892 0
27 (5) 特許制度普及等事業支出 42,665 51,902 △ 9,237
28 (6) 事業人件費 536,911 524,190 12,721
29 (7) 事業事務費 110,484 102,397 8,087
30 〔2〕管理費支出 44,872 47,490 △ 2,618
31 (1) 人件費 (13,273) (15,433) (△ 2,160)
32 (2) 事務費 (31,359) (31,817) (△ 458)
33 (3) 法人税等支払額 (240) (240) (0)
34 事業活動支出計 3,073,503 2,910,789 162,714
35 △ 45,414 △ 91,119 45,705

Ⅱ 投 資 活 動 収 支 の 部

1. 投　資　活　動　収　入

36 (1) 特定資産取崩収入 24,394 62,800 △ 38,406
37 投資活動収入計 24,394 62,800 △ 38,406

2. 投　資　活　動　支　出

38 (1) 固定資産取得支出 4,394 2,800 1,594
39 投資活動支出計 4,394 2,800 1,594
40 20,000 60,000 △ 40,000
41 △ 25,414 △ 31,119 5,705
42 562,906 594,025 △ 31,119
43 537,492 562,906 △ 25,414

       収　　支　　予　　算　　書　( 資金ベース )        
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

科            目

　事　業　活　動　収　入

次　期　繰　越　収　支　差　額

投　資　活　動　収　支　差　額

当　期　収　支　差　額

前　期　繰　越　収　支　差　額

事　業　活　動　収　支　差　額
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